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厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

労災保険審理室長

中央労災補償訟務官の担当労働局の通知及び

新任訟務担当者事務指導の実施について

平成 26年度における中央労災補償訟務官の担当労働局については、別紙 1の

とおりであるので、今後の訴訟追行に当たっては、各担当の中央労災補償訟務官

と密接な連携を図られたい。

また、係争中の訴訟案件を有する労働局の新任言公務担当者については、期日に

迅速に対応するため、別紙2にJ::り事務指導をrrうこととするので、担当者の出

席について配慮、願いたい。



見Jj章氏 1

中央労災補償訟務官の担当労働局一覧

0 菊池 宏二（内線： 5579 メール・一一一一一一一一一一一一一一）

北海道局、青森局、岩手局、宮城局、秋田局、山形局、福島局、茨城局、

栃木局、群馬局、埼玉局、千葉局、東京局（訟務官 3名で分担）、神奈川

局

0 角南 巌（内線： 5578 メール．・－－－ー園田園田－）

東京局（同上）、新潟局、富山局、石川局、福井局、山梨局、長野局、

岐阜局、静岡局、愛知局、三重局

0 金沢 淳二（内線： 5577 メール：圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃園田園）

滋賀局、京都局、大阪局、兵庫局、奈良局、和歌山局

0 矢野 総一郎（内線： 5579 メール．圃・・・・・・・・・・・・・・・）

東京局（向上）、 J鳥取局、島根局、岡山局、広島局、山口局、徳島局、

香川局、愛媛局、高知局、福岡局、佐賀局、長崎局、熊本局、大分局、

宮崎局、鹿児島局、沖縄局



見Jj紙2

新任訟務担当者事務指導

4月 14日（月） 労働基準局第二会議室（中央合同庁舎 5号館 16階）

1 0 : 3 0～1 2 : 0 0 訴訟実務講義（出席者全体：金沢訟務官）

1 3 : 0 O～1 7 : 0 0 個別事案の協議（担当訟務官別）

＜出席労働局（ 2 2名）＞

福島（2）、栃木（2）、群馬（1）、埼玉（1）、神奈川（1入新潟（1）、山梨（1)、

岐阜（1）、静岡（1）、愛知（2）、滋賀（1 ）、京都（1）、大阪（2）、兵庫（2）、

岡山（1）、山口（.1）、佐賀（1) 

4月 15日（火） 労働基準局第二会議室（中央合同庁舎5号館 16階）

1 0・30～12 : 0 0 訴訟実務講義（出席者全体．菊池訟務官）

1 3・00～17:00 個別事案の協議（担当訟務官別）

く出席労働局（23名）＞

北海道（2）、青森（1)、秋田（1）、山形（2）、千葉（2）、東京（2）、福井（2）、

長野（2）、三重（1）、広島（2）、香川（1）、福岡（2）、熊本（1）、沖縄（2)

注）括弧内は出席依頼人数



訟務事務の基本的な事項等（レジュメ）

1判決の動向

2 法務局との連携

3 訴訟追行に当たっての留意事項

(1）一審の重要性

(2）証拠等の読み込み及び事実関係の把握

平成26年4月

労災保険審理室

(3）関係法令、認定基準、医学的知見（専門検討会報告書の内容〉についての理解

4 労災保険審理室との連犠

(1）新規提訴時の協議等

(2）共同処理事案

(3）判決前後の対応

5組織的対応



平成 26年度

新任訟務担当者事務指導資料

平成26年4月

厚生労働省労働基準局労災補償部

補 償 課 労災保険審理室
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「、、

行政事件話訟；去（抄）
，、

｛この法律のIll旨） ・ .. . -・ 
?*H正行政事件蹄訟については、他の法律1こ特別の定めがある場合事除くほか、ご

の謹話~O)定めるととるによ石。

（行政事件訴·~）
第2粂この法律において「行政事判訴訟Jとは、．抗告訴訟、当事者訴訟、民来訴訟

及.V機関訴訟をいう固

｛抗告訴訟）
tf,3条．この訟傘において「抗告訴訟Jとは、作歌庁の公権カ回行使に関する不服の

訴訟をいう．

z＂この法律において「処分の取消しの訴え JとIぷ行政庁句処分その他公権力回行

使に者同行為G矧に規定する裁決、E快その他の行為ーを除く．以下半にf掛 J

．という．）由取昨jしを求める訴訟をいう．

3 この法徐において「裁決の取消しの鯨えJと位、容悲請耳町、異議申立てその他の

目不服申立て OiA下l詳＇＂ f者恋請求Jという.)" j；：対する行政庁の裁決、決定その他

の行為 （i;i下半lこ「裁決Jという。）の汲消しを求める訴訟をいう．

t以下時〉

（ζの法待に定め析ない事項J
第.7!ff<行政事件訴拾に関L、こ田法律に定めがない事項については、民事訴訟のIf'!
による。

．（処分の取消しの訴えと審査請求との関係）

宮•a条処分白取消しの話えは、当該処分！とっき法令の潟定により審額百求をするこ

とができるJ蹄 iこおいても、，鼠ちに提起することを妨げない，ただし、法徐に当該

処分につ同ての審盗賊求民主をする裁決を経た後でなければ処分の取消しの辞えを

提起することがずきなU旨回定的があるときは、とのl担りでない．
2 前夜ただし蓄の場合においても、次の各号のーに該当ずるときは、哉氏を経ない

で、処分の取締じり訴えを促起することができる．

1－審査訴求があった日から3箇月を経過しても訟法がないとき．
2. 処分、処分自拶前又は手続時総行1;:J;.~ 生ずる著しい損害を避けるため緊急の
必!llf：があると吉，

a：その他級決を経常いことにつ吉正当な理由があるとき．

.. －＜、‘

s 第1項本文の場合におい℃、当該処分につき審牽請求がされているときは、裁判

所広、その審査請求lζ対する裁決があるまで（審恋請求があった日から3箇月を経

過しても裁決がないときは、その期間を経過するまで）、訴訟手続を中止すること
ができる．

｛原告適格）

第自条処分の思梢しの訴え及び裁決の取消しの訴え.（！］.（下［取消綜訟Jという．）

i立、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を宥する者（処分;J<;I主・

裁決白動呆が期間の経過その他時理肉によりなくなった後においてもなお処分又

は裁決の取消しによって砲復すべき法律ユニの剥益を宥する者を含む.l I~限り、提
起することができる．

（取消しの理由の制限〉

第四条取消訴訟においては、自己申法律：~の利益に関係のない違法を理由として
取消しを求めることができない．

2 処分自取消しの緑えとそり処分についての審査鯖求を棄却した裁決の取消しの

訴えとを提起す昂ととができる場合1.i=は、裁決のJlitl1出しのWIえにおいては、処分の

途諒を理向として取消しを求めることができない．

（被告迫絡等〉

第.ll条処分又は裁決をした行前宇拠分又は裁決があった後に当該行政庁の権限

が他の行政庁lこ承継されたときは、当該他の行政庁．以下伺じ．）が図文は公共団

体に所属する場合には、取？協和、i土、~の各号に掲げる訴えの区分IL応巴てそれぞ
れ当該各号に定める者を被告とLて提起しなければならない．

I.処分の取消しの訴え 当館処分をした符政l宇田所属する国又は公共同体

2.裁決。取消しの辞え当読裁決をした行政J宇の所属する国又は公持団体－

Z 路

3 Pll 

4 第1項又11前夜明定により掴又i払下持団体を被告として酬訴訟を提起する

場合にl士、訴状には、民事綜訟の炉jによ P記i取すべき事項のほかず次の各号J＜：~げ
る訴えの区分l::Ji.;じてそれぞれ当様各号に定める行泌？を認す品するものとする．

l.処分の取捕しの.. え当該処分をした行政庁

2.議決回取消しの訴え当球裁決壷した行政庁

5 第1事文は第S夜白規定によP国又1;1;也共団体を被告として底消訴毘が提起さ

れた場合にE士、被告は、 i酬？なく、裁判所に対L、前夜各号1；：掲げる訴え町区分に
応じてそれぞれ当該告号に定める行政庁を切らかにしなければならな~＇.

6 IJf 



c 

（多考1労働者災害補償保険法（抄｝

（管轄〕

第12粂・取消訴訟は、彼告の普通説明j籍の所在地を管轄する謝噺又は処分若しく

は議決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する．

2 1略

3 p~ 

4 簡又は独立行政法人過日l法（平成11年法体第103号）第Z条第1項に規定する

独立行政法人若しくは別表に掲げる法人を被告とする取消訴訟は、原告の普通裁判

籍田所在地を管轄する高等裁判所の所初出を管轄する。地方裁判所飲項I~おいて
『緋定管認裁判所』という．｝にあ〉経起するこ士ができる．

5 賂

（不服申立ての前置）

第40i担 )i!.3B条第1摂Ii;規定すする処分の取消し町訴えは、当該処分について句再審

査請求に対す右労働保険審蜜会の裁決走経た後でなけ孔l"I~提通するこどができな
い．ただし、次時制判かに該当するときは、ーこの限りで仇．

l再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決が．ないとき．

2. 寄饗牽諮求についての裁決を経ることによ？生ずる箸＼，~~損害を瀧けるため緊
急白必英語Fあ高ときその他その裁決走経ないことにつき正当な理由があるとき．

en 

－・（出訴湖周）

第14粂取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から6箇且を経過した・

ときは、 lli¥噌草することができない．ただし、 E当な理由があるときは、立の限りで

ない．．

2 取消訴訟は、処分又は裁決白日から1年岳部品したときは、提起才ることができ

な＇＇・ただし、正当な理由があるときは、この限りでない．

3 略． ， 

、
｛請求の客観的併合｝

第16条取消訴訟には、関述請求に係る訴えを併合すること杭できる．

2 Wt 

（原告による諸求の追加的併合｝

第四条原告は、取消訴訟の口寂弁論φ終結に翠るまで、関連請求に係る訴えをこ

れに併合して提起することができるる

（以下路）

（取消判決等の効力）

第32条処分又l:l;＇裁決を取り 消寸判決t土、第三者に対しても効力を有する．

Z 略

第3s粂処分又は裁決を取り捕す判決位、その事件について、処分又は裁決をした

行政庁そ自他の関係行政庁を拘束する．

2・路

－・、、

ヘ
ノ



労災保険給付等に係る訴訟のあらまし
（抄）

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課労災保険審理室
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第 1部訴訟制度の概要

O
A
V
 



I 労災保険給付等に係る訴訟制度の概要

1 訟務制度

国が当事者となっている訴訟事務を専門的に所掌する行政機関を特別に設けて、各

省庁の所掌事務に関する訴訟事務をそこに集中させ、国として統一的・一元的に処理

する制度が訟務制度である。

我が国では、国の利害に関係、のある訴訟に関する事務が法務省の所掌事務とされ

（法務省設置法§ 4＠）、また、権限法により、法務大臣にこれらの訴訟についての

統一的・一元的な処理の権限を付与する制度が採用されている。

したがって、国の行政庁が行った行政処分の取消訴訟又は国家賠償請求訴訟等が提

起されると、法務大臣は、国を代表し、その所部の訟務担当職員及び所管行政庁の職

員を代理人に指定して訴訟の追行（「追行j という用語については、民訴法2条の規

定において定められている。）に当たることとされている。

権限法によれば、国の利害に関係、のある訴訟は、①国を当事者文は参加人とする訴

訟（権限法§ 1）、②行政ffを当事者又は参加人とする訴訟（権限法§ 5 I）、③権

限法7条所定の訴訟及び③権限法9条所定の訴訟に分類できるa このうち、①が代表

的なものであり、また、これらの訴訟は労災保険給付等についての処分又は裁決（以

下「処分等Jという。）に対して提起されることがあるので、以下に説明する。

2 国を当事者又は参加入とする訴訟（権限法§ 1・2)

国を当事者又は参加入とする訴訟とは、例えば私人に対して損害賠償を請求する等

の債権管理関係訴訟、国家公務員の不法行為等に基づく国家賠償請求訴訟等、国がそ

の公権力の作用と直接関係のない活動分野における法律関係について争う訴訟である。

国を当事者又は参加人とする訴訟のほとんどは民事訴訟であり、国家賠償請求訴訟は、

民事訴訟として扱われる。また、国を当事者とする訴訟には、①国の公権力の行使自

体を争うもの、②刑事補償の請求は含まれない。

労災保険給付等に関連するものとしては、例えば行政庁の職員が適切な指導を行わ

なかったことにより保険給付の支給を受ける機会を失った、不支給処分を受けたこと

により精神的損害を被ったなどと主張する者が、国に損害賠償等を求める訴訟を提起

するものが挙げられる。

国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が国を代表し、法務大臣は、

その所部の職員を代理人に指定し、又は弁護士を訴訟代理人に選任して、それらの訴

訟を行わせる。

なお、法務大臣は、紛争の対象となっている事務を所管する行政庁の職員を代理人

指定して、その訴訟を行わせることができるものとされているので、実際の事件の処

理においては、法務省の職員と所管行政庁の職員が共に指定代理人となって事件の処

理に当たるのが通例である。



3 国を被告とする訴訟又は行政庁を当事者若しくは参加入とする訴訟（権限法§ 5) 

一般に、行政庁とは、国や地方公共団体といった行政主体のために、その意思・判

断を決定し、これを外部に表示する権限（処分権限）を有する行政機関（例えば厚生

労働大臣、労働局長、監督署長）のことをいう。これらの行政庁が行った処分等に不

服がある場合には、国や地方公共団体等の行政主体を被告として訴えを提起しなけれ

ばならないとされている（行訴法§ 11 I）。

行政庁を当事者とする訴訟とは、通常、行政事件訴訟をいう。行政事件訴訟とは、

公法上の法律関係、に関する訴訟を意味する。行訴法によれば、行政事件訴訟とは、抗

告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟とされ（行訴法§ 2）、典型的なものは、

行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟である「抗告訴訟」であり、例えば労災保

険給付に関する監督署長の決定に不服のある者が、その決定の取消しを求めるもの

（以下「労災取消訴訟Jとしづ。）がこれに当たる。

平成17年4月1日付けで施行された改正行政事件訴訟法において、「義務付けの訴

えJ及び「差止めの訴え」が抗告訴訟の一類型として定義された（行訴法§ 3）。

国の行政庁を当事者又は参加人とする訴訟については、当該行政庁がその所部の職

員を代理人に指定し、又は弁護士を訴訟代理人に選任して行わせることができる（権

限法§ 5）。

しかし、行政庁は、それらの訴訟について法務大臣の指揮を受けるべきものとされ、

また、法務大臣は、必要があると認めるときは、それらの訴訟について訟務部局の職

員を代理人に指定し、又は弁護士を訴訟代理人に選任して行わせることができる。

実際の事件処理においては、法務局又は地方法務局（以下「法務局等Jとしづ。）

の職員と行政庁の職員が共に指定代理人となって事件の処理に当たるのが通例である。

4 処分の取消しの訴えと再審査請求との関係

処分の取消しの訴えと再審査請求との関係について、行訴法では、「処分の取消し

の訴えは、当該処分につき法令に基づき審査請求ができる場合においても、直ちに処

分の取消しの訴えを提起することを妨げない」（自由選択主義）とされているが、

「法律に当該処分についての裁決を経た後でなければ処分の取消しの訴えを提起する

ことができない旨の定めがあるときは、この限りではないJ（不服申立前置主義）と

されている（行訴法§ 8 I）。

労災保険法は不服申立前置主義を採用しており、労災取消訴訟は、原則として当該

処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起

することができない（労災保険法§ 40）。ただし、次のア、イのいずれかに該当する

ときは、この限りではない（労災保険法§ 40①、②）。

ア 再審査請求がされた白から 3か月を経過しでも裁決がないとき。

なお、審査請求をした日から 3か月を経過しでも決定がないときは、再審査請

求をすることができることから、審盃請求後約6か月経過の時点で提訴が可能で

ある（労災保険法§ 38 Il）。

イ 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊

急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
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労働基準監鍔EJ苦闘者提言措置保障審査官：労働保険審室会； 地方裁判所

' 「一ーイ （前6か月鎚で提訴可能） ト一一一

不
支
給
等
の
処
分

審 審査請求昔
1か月超過

再審査請求控
再 I 3n＇~制
審
査
告書
求

提
査

請

求

審査官の決定
（印日以内）

審査会的鍬
($h＞月四内）

訴

' ' 

0国の利害に関係のある訴訟についての法務大庄の権限等に関する法律（抄）

第一条 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。

第二条 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができ

る。

2 法務大臣は、行政庁（国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条にお

いて同じ。）の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると

認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定

するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、そ

の訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。

第三条 前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせ

ることを妨げない。

第四条 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所

の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、文はその指定する所部の職員に意

見を述べさせることができる。

第五条 行政庁l立、所部の職員でその指定するものに、当該行政庁の処分（行政事件訴訟

法第三条第二項に規定する処分をいう。）又は裁決（同条第三項に規定する裁決をい

う。）に係る同法第十一条第一項 （同法第三十八条第一項 （同法第胆十三条第二項

において準用する場合を含む。）又は同法第四十三条第一項において準用する場合

を含む。）の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは参加人

とする訴訟を行わせることができるロ

2 前項の訴訟に係る行政庁の上級行政庁の職員は、同項の規定の適用については、

当該行政庁の所部の職員とみなす。

3 第一項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせる

ことを妨げない。

第六条 前条第一項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。

2 法務大臣は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職

員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、

又は問項若しくは同条第三項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を

解任することができる。
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II 訟務体制

1 指定代理人制度

(1) 指定代理人制度

園、行政庁を当事者又は参加入とする訴訟の特徴は、私人間の訴訟に比較すると、

大型化する傾向が強く、事件の内容も専門的な行政の分野に関するものであること

が多い。加えて、事件数も相当多数になるので、民事訴訟の一般原則によって本人

（法務大臣、行政庁）が、出廷したり、個々の事件ごとに弁護士を選任して訴訟を

追行していくのでは、専門性を生かした事件処理や統一的で適正かっ迅速な事件処

理ができなくなるおそれがある。そこで、権限法によって指定代理人制度が設けら

オ1,ている。

指定代理人制度の存在理由は、おおむね次のとおりである。

① 大量の事件を行政目的にかなった統一的万針の下に処理できること。

② 大量の事件を適正・迅速に処理できること。

③ 所管事務についての専門家を訴訟上でも活用できること。

権限法によれば、国を当事者又は参加入とする訴訟については、法務大臣が国を

代表し、 i法務大臣は、その所部の職員又は行政庁の職員を代理人に指定して行わせ

ることができるものとされ（権限法§ 2、§ 9）、行政庁を当事者又は参加入とす

る訴訟については、行政庁又は法務大臣が、それぞれの所部の職員を指定して訴訟

を行わせることができるものとされている（権限法 §5I, §6II、§ 9）。

このように、園、行政庁を当事者又は参加入とする訴訟において、法務大臣又は

行政庁のために、その所部の職員の中から指名されて訴訟を退行する代理人を、指

定代理人と呼んでいる。

実際の事件の処理においては、国を当事者又は参加入とする訴訟においても、ま

た、行政庁を当事者又は参加人とする訴訟においても、訟務部局の職員と所管行政

庁の職員が共に指定代理人となって事件の処理に当たるのが通例である。

なお、権限法3条、 5条3項、 6条2項により、法務大臣又は行政庁は、弁護士

を訴訟代理人に選任して、国又は行政庁の訴訟を行わせることができるが、これら

の規定によって選任された弁護士を「選任弁護土」と呼んでいる。

選任弁護士は、①訟務部局のみでは対応しきれない事件を処理するため、②比較

的短期間で人事異動する行政庁側の指定代理人に代わって、長期に及ぶ事件の経緯

を把握し訴訟の継続性を保つため、③専門的知識・経験を生かして訴訟処理の万全

を期すために選任される。
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く指定代理人の位置付け＞

［被告］ ［原告］
｛ 

国

（法務大臣） 指定 代理人 「斗 原 告

判

行政庁 υ ｜選任弁護士卜J 」→ 訴訟代理人

（監督署長Xii骨骨局長） 所

(2) 指定代理人の地位

指定代理人は、個別の事件ごとに選任され、その事件についてのみの権限を与え

られている。

指定代理人がその権限内で行った行為は、本人が行ったのと同様な効果を生じ、

その効力は本人に及ぶものであるが、一方で、指定代理人は、訴訟の当事者ではな

いため、判決の効力を受けることはなく、証人や鑑定人となることもできる。

(3) 指定代理人の権限

指定代理人は、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する（権

限法§ 8）。

一切の裁判上の行為の中には、控訴、上告等も含まれると解される（民訴法§ 55 

E③）ため、指定代理人の権限は、審級制限を受けないと解されるが、実務上は、

審級ごとに指定書を発するのが通例である。

(4) 指定書

指定代理人等の権限は、書面をもって証明しなければならない（民訴規則§ 23 

I ）。指定代理人の場合は、指定権者（法務大臣又は行政庁）が作成する指定書に

よってその権限を証明する。

行政l宇を当事者文は参加入とする訴訟においては、行政庁側の指定代浬人の指定

書は行政庁が作成するが、その様式は、法務局の指定書の様式伊jに準じるものとし

ている。行政庁側の指定書は、 1適作成すれば足り、法務局がまとめて裁判所に提

出する。

また、指定代理人に異動があった場合には、速やかに前任者について訴訟代理権

消滅通知書2通（ 1通は相手方に交付され、 l通は裁判所に提出される。）を作成

し、後任者については、指定書1通を作成して、法務局長あてに通知しなければな

らない。

2 法務局との関係

行政庁は、法務大臣の指揮を受け、当該訴訟を退行することとされているが、実務

上は法務局の職員と所管行政庁の職員が共に指定代理人となって事件直の処理に当たる

のが通例であり、行政庁は、指定代理人となった法務局訟務部の部付検事や法務局又
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は地方法務局の訟務官を通じて法務大臣の指揮を受ける。

訟務事務は、法務局と行政庁が協力して初めて適正に処理できるものであるから、

連絡を密にして、互いに信頼し、協調できるように配意する必要がある。

行政庁は、法務局と行政庁とが共通の理解に立つ必要があるため、法務局に全ての

情報を細大漏らさず提供することが求められる。行政庁が重要ではないと認識してい

る事実の中にも立証する上で有力な資料が含まれていることがあり、また、一見行政

側に不利にみえるが実は有利な資料であるとともあるため、仮に不利な資料であると

しても隠さず伝え、その上で適切な判断を求める必要がある。

さらに、法務局と行政庁は適切に役割を分担することが大切である。具体的な分担

は、事件ごとに協議して決められるが、一般的には、事実関係の調査や実務上の専門

的知識については、主として行政庁が担い、法律論や法廷における訴訟活動は法務局

が担当する。しかし、実務上の専門的知識については、法務局の理解を得ることが求

められるし、行政庁も法律読者や法廷活動を理解する必要がある。
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m 基本理論

行政事件訴訟には行訴法が適用されるが、行政事件訴訟は一般の民事訴訟と基本的構

造を伺じくしていることから、行訴法に定めがない事項については、民事訴訟の例によ

ることとなる（行訴法§ 7）。

1 処分権主義

「処分権主義Jとは、当事者に、①裁判所の判断を求めるか否か（訴訟の開始）、

②何について求めるか（審判の対象＝訴訟物の特定）、③訴訟の終了（和解、請求の

放棄・認諾、訴えの取下げ）についての自由を認める原則である。

普から、「訴えなければ裁判なしj といわれているが、民事訴訟は、訴えの提起に

基づいて開始され、原告が求める裁判の趣旨を特定し、被告がこの申立てを認めた場

合には、裁判所はこれに拘束される。これを認諾といい、裁判所書記宮がこれを調書

に記載すると確定判決と同様の効果がある（民訴法§ 266、§ 267）。

また、裁判所は、原告の求める裁判以上の事項について裁判をすることはできない。

例えば、休業補償給付及び療養補償給付の不支給処分を受けた原告が、労災取消訴

訟において、療養補償給付の不支給処分の取消のみを主張していれば、休業補償給付

の不支給処分については、裁判（判決）をすることはできない。

2 弁論主義

「弁論主義」とは、裁判所が判決をする上において、その基礎として用いることが

できる事実は、専ら当事者の弁論に現れた事実の範囲に限られ、その事実の存否につ

いても当事者間に争いのある場合に限って確定することができるとb寸原則である。

これは、裁判所が当事者の弁論いかんにかかわらず職権で確定した事実に基づいて裁

判をする職権探知主義と対比される考え方である。

弁論主義の具体的な内容は、次の 3つの原員iJに要約できる。

(1) 裁判所は、当事者が口頭弁論において主張しない主要事実は判決の基礎とするこ

とができない。

当事者は、自己に有利な事実について、口頭弁論においてこれを主張しないとき

には、その事実はないものとして扱われ、不利な取扱いを受けることとなる。これ

を「主張責任Jという。

裁判所は、当事者が主張していない主要事実について、証拠調べの結果、その事

実の存在を確信したとしても、判決の基礎とすることはできない。もっとも、主要

事実が既に当事者によって主張されており、それがたまたま主張責任を負っていな

い当事者によって主張されておれば、裁判所はこの事実を劃酌することができると

解されている（主張共通の原則。最高裁判所昭和41年 9月8日第一小法廷判決）。

なお、この弁論主義の原則が適用されるのは主要事実（要件事実）についてでもあ

り、間接事実や補助事実については適用されないと解されている。主要事実とは、

権利の発生、変更、消滅という法律効果の判断に直接必要な事実をいう。そのほか、

主要事実の存否を推認するのに役立つ事実を間接事実、証拠の証明カ（文書の成立、
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証拠の信用性等）に影響を与える事実を補助事実という。

(2) 裁判所は、当事者聞に争いのない主要事実（自白及び擬制自由）は、そのまま判

決の基礎としなければならない（民訴法§ 179）。

「自白j とは、口頭弁論又は弁論準備手続において行われる相手方の主張と一致

する自己に不利益な事実の陳述をいう。

自由の対象となるのは、具体的事実に限られ、法令の解釈、経験則等は含まれな

い。また、自由は主要事実についてのみ成立し、間接事実や補助事実については、

自白の拘束力が生じない。ただし、補助事実のうち文書成立の真否については、裁

判上の自白が成立する。

自白は裁判所に対して拘束力を生じるほか、当事者に対しでも拘束力を生じ、自

白をした当事者は、

① 相手方が同意するか又は取消しに意義を述べない場合

②刑事上罰すべき他人の行為（詐欺・脅迫等）により自白に至った場合

③ 自白が真実に合致せず、かっ、錯誤に基づいて行われた場合

を除き、自白の撤回が許されない。

また、当事者が口頭弁論又は弁論準備手続において、相手方の主張する事実を明

らかに争わなかったり、又は当事者が適式の呼出しを受けながら口頭弁論期日に欠

席した場合は、相手方の主張事実を認めた（自白した）ものとみなされることがあ

る。これを「擬制自白Jとしづ。

擬制自白は、その撤回が制限されるという拘束カはないが、証拠による認定を不

要とし、そのまま裁判の基礎としなければならないとされる点では、本来の白白と

同じである。

(3) 裁判所は、当事者聞に争いのある主要事実を認定するには、原則として当事者の

申し出た証拠によって認定しなければならない。

原告が本案の申立てを基礎付ける証拠資料を、被告が反対の申立てを基礎付ける

証拠資料をそれぞれ提出し、裁判所は、それら攻撃・防御方法として提出された証

拠資料に基づいて事実の存否を認定する（職権証拠調べの原則禁止）。ただし、行

政事件訴訟は、当事者の利害だけでなく公益にも関係するところが大きいという特

殊性から、職権探知主義を一部採用し、当事者本人尋問（民訴法§ 207 I ）、調査

嘱託（民訴法5186）等、例外的に職権証拠調べを認めている。

なお、当事者から提出された証拠は、その提出者にとっても有利にも不利にも評

価できるものとされている（証拠共通の原則）。
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3 訴訟審理の諸原則

裁判所は、訴えが提起されると、判決の基礎となる訴訟資料（在拠）を収集する手

続に入る。この手続を「訴訟審理Jという。訴訟審理には、事件の内容を解明し判決

の基礎資料を提供すること、及び訴訟手続を主催し審理の整理と進行を図ることの2

つの面がある。前者は、弁論主義の原則に沿って行われるが、後者については、訴訟

手続を迅速に進め公平かっ充実した審理をするため、裁判所に手続の主催権（訴訟指

揮権）が認められている（民訴法§ 148）。

訴訟審理における諸原則は、次のとおりである。

(1) 双方審尋主義

当事者双方にその言い分を述べる機会を平等に与えて判断の公正を期す原則を

「双方審尋主義J又は「当事者対立主義」といい、これは訴訟審理の根本原則であ

る。

(2) 公開主義

訴訟手続を訴訟の当事者でない者が傍聴し得る状態で行う原則をいう（憲法S8 

2）。

公開が要求されるのは、口頭弁論及び判決言渡しについてであり、決定手続や受

命・受託裁判官による和解、弁論準備、証拠調べの各手続等は公開されない。

(3) 口頭主義

訴訟審理の際、当事者及び裁判所の訴訟行為を口頭の陳述とその聴取によって行

う原則をいう（民訴法§ 87 I ）。具体的には、口頭弁論期日（弁論準備手続を含

む。）において口頭で陳述された資料のみが裁判の資料とされる。

口頭主義は、臨機応変に審理を尽くして活発な弁論が期待できる反面、複雑な事

実関係は口頭の説明のみでは不十分であるため、書面による補完が必要となる。訴

えの提起は書面（訴状）によって行うものとされ（民訴法§ 133 I ）、口頭弁論の

準備には準備書面が要求されること（民訴法S161 I ）等がその例である。

(4) 直接主義

裁判をする裁判官が直接当事者の弁論を聞き、証拠調べをする原則jをいう（民訴

法§ 249 I ）。裁判官の構成に変更があった場合、直接主義を貫くための手続とし

て、「弁論更新Jの手続が採用されている（民訴法§ 249 II）。

4 判決の効力

判決が確定すると様々な効力が生ずるが、そのうちの形成力、既判力及び拘束力に

ついて述べる。

(1) 形成力

処分の取消判決が確定すると、行政庁がその処分を取り消すまでもなくその処分

の効力は遡及的に消滅し、初めから当該処分がなされなかったのと同様の状態とな

る。この効力を「形成カ」という。

取消判決の形成カは、当該訴訟の当事者（原告及び被告）に及ぶとともに、訴訟

外の利害関係人である第三者に対しでも及ぶ（行訴法§ 32 I）。

(2) 既判力

マーー



終局判決が確定した場合、その確定判決内容が当事者及び裁判所を拘束し＼当事

者の一方が同一事項につき再度訴えを提起した場合、当事者及：び裁判所は確定判決

と矛盾する主張、判断をすることができなくなる。この効力を「既判力Jという。

確定判決にこのような効力が認められるのは、紛争の繰り返しを防止するため、

又は矛盾した裁判を防止するためである。

既判カは、本案判決の場合には、判決主文に示された訴訟物に関する判断につい

てのみ生じ、判決理由中の判断には及ばない（民訴法§ 114 I ）。また、取消判決

の既判力の及ぶ範囲は、

① 当事者（原告及び被告）

② 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人

③ ①、②に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人

④ ①、②、③に掲げる者のために誇求の目的物を所有する者

に限定される（民訴法5115）。

(3) 拘束力

処分を取り消す判決は、その事件について、当事者である行政庁その他の関係行

政庁を拘束する（行訴法§ 33 I）。この効力は取消判決の「拘束力」といわれる。

取消半Jj決が確定レたときは、その処分をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改め

て処分をしなければならない。その際、行政庁は、同一過誤の繰り返しを禁止され、

同ーの事情の下で、同一の理由によって、同一人に対し、同ーの内容の処分を再び

行ってはならないという消極的義務を負九
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第 2部訴訟手続のあらまし
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I 訴訟手続のあらまし

訴訟の基本的な流れは、次のとおり。

訴状の提出（原告→裁判所）

訴状の審査（裁判所）

補正命令→ （補正なし）訴状却下命令

訴状の送達（裁判所→被告国（法務省））

係属通知・調査回報依頼（法務省→行政庁）

調査四報（行政庁→法務局）

口頭弁論期日の指定・呼出（裁判所→被告）

・原則＝訴えの提起から30日以内

答弁書の提出（被告→裁判所、原告）

・・・・・・・・司ー－ー・－！•..”・・”・．，．．．・・・・・・－－－－－－－－－－－－－－－－－－・・・・・・・・・・・・・・・・・．．．．．． 

第 1回口頭弁論期日

・訴状陳述、答弁書陳述

争点の整理

・口頭弁論の続行

ィー準備的口頭弁論

・争点整理手続ート弁論準備手続

」書面による準備手続

．主張の整理ぃ準備書面陳述

－証拠の整理…書証提出、証拠の申出・決定

、．｜証拠調べ期日

｜ 証人尋問本人尋問、検証鑑定

－集中証拠調べ

：！最終口頭弁論期日

' 

｜ 最終準備書面陳述

－弁論終結

． 
' ． 
’ ' 

’ 

' ． 

E帽個目縄開司同司・4”・・・・・ー－－－・幅制判”・・・・・・・ー－－－－－－・・－－ー司ー・・・・・・・・・・・圃司開．，

判決言渡し（裁判所→原告、被告）
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訴訟は、裁判を求める当事者（原告）が、紛争の相手方（被告）に対し、処分の

取消し等の実現を求めて、裁判所に「訴状Jを提出することから始まる。訴えの提

起があると、裁判所は、訴状を審査した上、被告に訴状を送達するとともに、口頭

弁論期日を指定して当事者双方を呼び出す。これに対し、被告は、原告が訴状にお

いて求める裁判に対する応答とじて、予め答弁書を提出する。

その後、口頭弁論期日に当事者双方が出頭して、訴状及び答弁書を陳述し、さら

に口頭弁論期日を重ね、あるいは争点整理手続に移行させて、双方がそれぞれの言

い分（法律上、事実上の主張）を出し合い、お互いに相手方の主張事実について認

否を行って、当事者の主張の対立点（争点）を明らかにするとともに、それぞれの

主張を裏付ける資料（証拠）を提出して、自分こそ正しい主張をしていることを明

らかにするように努める（立在）。そこで、裁判所は、争点につき証拠調べを行い、

事実関係を明らかにする。

裁判所は、これらの手続により、争点について事実を認定し、この認定事実と当

事者聞に争いのない事実、顕著な事実等を基礎として法律を適用し、原告の誇求に

理由があるか否かが判断できると考えると、弁論を終結し、判決を言い渡す（民訴

法§ 243 I）。
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立 提訴から答弁書の提出まで

1 労災取消訴訟（義務付け訴訟を含む。以下同じ。）の場合 （被告国）

塗韮杢主主 厚生労働本省

②訴状等の送達
⑬調査回報

の提出
④提訴の報告
⑦補50 3報告
③応訴方針・答弁書案

についての協議
③提訴情報
⑥係属通知及び
調査回報依頼

一堂一盈亙
⑬調査回報

の提出 ｜ 監 督 署 ｜
⑨調査間報案・答弁書案

の提出及び協議

⑤郵便物等
配達証明
書の確認、

⑪答弁書の直送

亙主

番号 内 容 説 明 期間 書式倒慎）

① 訴状の提出 ・原告から裁判所に訴状が提出される。 1 ( 買）

② 訴状等の送達 －裁判長は、訴状が適式か否かを審査し、適 訴状受 3 ( 買）

式であれば、法務本省に訴状の富Jj本及び口 理後2

頭弁論期日呼出状を送達する。 週間

③ 提訴情報 －法務本省は、労働局に対して訴状、口頭弁

論期目呼出状をファックス送信する。

＠ （本省への） ・訴状等を受領した労働局は、直ちに本省労 直ちに

提訴の報告 災保険審理室に電話連絡し、訴状、裁決

書、決定書等をメー／レ（PDF）で送信す

る。

⑤ 郵便物等記逮 －労働局は、労働保険審査会に、裁決書の郵 直ちに

言正明書の確認 便物等配達証明書のメール又はファックス

送信を依頼し、出訴期間に係る適法性を確

認する。

・なお、未裁決の事案については、再審査請

求書の受理日を確認する。

n
t
 

n
t
 



⑥ 係属通知及び －法務本省は、労働局に対して事件の係属に 4( 買）

調査回報依頼 ついて通知するとともに、訴訟追行上必要

な事項についての調査及び調査回報を依頼

する。

⑦ 補 50 3報告 －労働局長は、新規提訴について、労働基準 速やか 7 ( ~） 

（新規提訴） 局報告例規「補 50 3」（以下「補 50 

3 Jという。）により本省労働基準局長に

報告をする。

③ 応訴方針・答 －労働局は、監督署に保存されている復命書

弁書案につい 等関係書類を至急収集し、訴状に記載され

ての協議 ている主張事実を十分検討した上で、応訴

方針・答弁書案について本省労災保険審理

室と協議を行う。

⑨ 調査回報案・ －労働局は、調査回報案・答弁書案を作成 法務局 9( 買）

答弁書案の提 し、法務局に提出するとともに、事件につ の指定 10 ( 買）

出及び協議 いての協議を行う。 期日ま 11 ( 買）

で

⑬ 調査団報の －労働局は、法務本省及び法務局に対して回 速やか 9 ( 買）

提出 報する。

⑪ 答弁書の直送 －法務局は、原告が準備するのに必要な期間

をおいて、答弁書を原告に直送する。

⑫ 答弁書の提出 －法務局は、指定期日までに、答弁書を裁判 指定期

所に提出する。 日まで

報告関係一覧

日寺 期 報告者 相手 手段 内容 添 付 書 類

労働局が新規 労働局 本省労災保 電話 訴状受理報告

提訴を把握し 担当者 険審理室 メーノレ 受理書類報告 訴状等送達書類一式

た時 法務局担当 電話 訴状受理報告

者

労働局 本省労働基 文書 補 50 3報告 訴状等送達書類一式

長 準局長 指定書

決定書・裁決書等関係資料

法務本省訟 文書 調査回報 調査回報書

務総括審議 指定書

官及び法務 決定書・裁決書等関係資料

局長 白．

※ 指定代理人の異動等に伴い作成する「訴訟代理権消滅通知書」及び「指定書」に

ついては、補50 3報告に添付する必要はない。

内
喝
U

内正



2 国家賠償請求訴訟の場合

法蓋杢箕

②訴状等の送達A

厚生労働本省

④提訴の報告
⑥補50 3報告
⑦応訴方針・答弁書案

についての協議

皇盤学E
①訴状
の提出

⑪答弁書
の提出

塗筆墨
＠調査回報

の提出 I 替署

屋一宣

番号 内容

① 訴状の提出！

② 訴状等の送達

③ 提訴情報

④ （本省への）

提訴の報告

⑤ 係属通知及び

調査回報依頼

⑥ 補 50 3報告

（新規提訴）

⑬答弁書の直送

③調査回報案・答弁書案
の提出及び協議

説 明

・原告から裁判所に訴状が提出される。

・裁判長は、訴状が適式か否かを審査し、適

式であれば、被告に訴状の副本及び口頭弁

論期日呼出状を送達する。

－法務本省は、労働局に対して訴状、口頭弁

論期日呼出状をファックス送信する。

・訴状等を受領した労働局は、置ちに本省労

災保険審理室に電話連絡し、訴状等をメー

ノレ（PDF）で送信する。

・法務本省は、労働局に対して事件の係属に

ついて通知するとともに、訴訟追行上必要

な事項についての調査及び調査回報を依頼

する。

－労働局長は、新規提訴について、「補 50 

3 Jにより本省労働基準局長に報告をす

る。
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⑦ 応、訴方針・答 －労働局は、監督署に保存されている関係書

弁書案につい 類を至急収集し、訴状に記載されている主

ての協議 張事実を十分検討した上で、応訴方針・答

弁書案について本省労災保険審理室と協議

を行うロ

③ 調査回報案・ －労働局は、調査回報案・答弁書案を作成 法務局 9( 買）

答弁書案の提 し、法務局に提出するとともに、事件につ の指定 10 ( 買）

出及び協議 いての協議を行う。 期日ま 11 ( 買）

で
、

⑨ 調査回報の －労働局は、法務本省及び法務局に対して回 速やか 9( 買）

提出 報する。

⑬ 答弁書の直送 －法務局は、原告が準備するのに必要な期間

をおいて、答弁書を原告に直送する。。答弁書の提出 －法務局は、指定期日までに、答弁書を裁判 指定期

所に提出する。 日まで

報告関係一覧

日寺 期 報告者 相手 手段 内容 添付書類

労働局が新規 労働局 本省労災保 電話 訴状受理報告

提訴を把握し 担当者 険審理室 メーノレ 受理書類報告 訴状等送達書類一式

た日寺 法務局担当 電話 訴状受理報告

者

労働局 本省労働基 文書 補 50 3報告 訴状等送遺書類一式

長 準局長 指定書

関係資料

法務本省訟 文書 調査回報 調査回報書

務総括審議 指定書

官及び法務 関係資料

局長

※ 指定代理人の異動等に伴い作成する「訴訟代理権消滅通知書J及び「指定書Jに

ついては、補50 3報告に添付する必要はない。

「

D
n〆』



m 第1困口頭弁論から結審まで

①⑬口頭弁論期日出廷 厚生労働本省

i'f' 

地方裁判所
十一ーっ「

①⑬口頭弁
論期日出廷

⑦準備書面
等の提出

足一宜

番号 内容

① 第 l回口頭弁

論期日の出廷

②期日経過に係る報告
③補503報告
④本省協議及び応訴方
針の決定

⑨原告準備書面等への
対応

⑥準備蓄面案
書証案の提
出及び協議

⑪結審及び判決日の報
告

労働局

③原告準備蓄面
等の送付

｜居合督署｜

⑦③準備書面等の直送

説 明 期間

・労働局の指定代理人は、呼出状に記載され 指定期

た日時に、法務局の指定代理人とともに出 日ー

廷する。

－法廷では、裁判官席に向かつて右側の被告

席に、法務局の部付検事、訟務官又は法務

事務官、労働局の指定代理人（労災補償課

長、労災補償訟務官等）が着席ずる｛着席

マきない者は、傍聴席で傍聴する）。

・原告が訴状を、被告が答弁書をそれぞれ陳

述する。裁判長が「答弁書を陳述します

か。J等と問いかけるので「はい」と答え

れば陳述したことになる。なお、答弁は、

全て法務局の指定代理人が行う。

・終了後、裁判長から第2回口頭弁論期日及

び準備書面等の提出期限等が指定される。
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② 期日経過に係 －労働局は、期日経過に係る報告を直ちに本 直ちに

る報告 省労災保険審理室に電話又はメーノレで連絡す

る。

③ 補50 3報告 ・労働局長は、口頭弁論に係る期日経過を 第l目口頭弁 13 ( 買）

（期日経過） 「補 50 3」により本省労働基準局長に報 請接l週間

告する。 以内

④ 本省協議及び ・労働局は、本省労災保険審理室と協議の 15 ( 買）

応訴方針の決 上、応訴方針を決定する。 16 ( 買）

定

⑤ 補充調査 －労働局は、本省（法務局）と協議の上、必 随時

要に応じて補充調査を実施する。

⑥ 準備蓄面案、 －労働局は、準備書面案、書室正案等について 指定期

書言正案等の提 本省協議した後、法務局に提出し、協議を 日まで

出及び協議 行う。

・法務局は、協議を踏まえて準備蓄面を作成

し、法務局内の決裁を受ける。

⑦ 準備書面等の －法務局は、指定期日までに準備書面等を原 指定期

提出・直送 告に直送し、裁判所に提出する。 日まで

なお、⑤と⑦の順番は逆の場合もある。

③ 原告準備書面 ・原告は、指定期日までに準備書面等を裁判

等の送付 所に提出するとともに、法務局に直送する。

－法務局は、受領した原告の準備書面等を労

働局に送付する。

⑨ 原告準備蓄面 －労働局は、原告の準備書面等を受領した 直ちに

等への対応 ら、その旨直ちに本省労災保険審理室に報

告するとともに、その対応について協議を

行う。

⑮ 第2回口頭弁 －指定された日時に出廷し、提出しておいた 指定期

論期日以降の 準備書面の陳述、書在の提出を行う。第 1 日

出廷 回期日と同様、裁判長が、「被告は準備書

面陳述、乙第O号証提出ですね。」等と問

いかけるので、「はい。」と答えれば陳述、

提出したことになる。なお、答弁は、全て

法務局の指定代理人が行う。

－期日における状況については、直ちに、本 直ちに

省、に報告し、以後の訴訟追行に当たって必

要な指示を受ける。

－第2回期日以降は、当事者双方がそれぞれ

の主張を記載した準備蓄面を陳述し、その
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主張を証拠によって立証しながら進行する。

・立証は主に書証によって行うが、事案によ 17 ( Ji) 

って、証人尋問、鑑定等の申立ての必要性に is r 買）
ついて、治務局の担当者と協議する。

⑪ 結審及び判決 ・裁判長は、訴えに対する判断が可能となる 直ちに

日の報告 か、あるいはその判断のための資料（証

拠）が出尽くしたと考えると弁論を終結し

（結審）、判決言渡期日を指定する。

－労働局は、結審した旨と判決言渡期日を本

省労災保険審理室に電話連絡するととも

に、「補 50 3 Jにより本省労働基準局長

に報告する。

報告関係一覧

E寺 期 報告者 相手 手段 内容 添付書類

口頭弁論期日 労働局 本省労災保 電話、 経過報告

担当者 険審理室 メーノレ

口頭弁論期日後 労働局 本省労働基 文書 補 50 3報告 期日経過報告書

長 準局長 提出された書類一式

（注）本省労災保険審理室へは訴状、準備書面、証拠説明書のほか、重要主認められる

証拠を送付すること。

なお、証拠のうち訴訟段階で新たに作成された医学意見書、陳述書及び聴取書に

ついては、必ず送付すること。事件プリントに収録されているもの、労災保険に関

する解説木等の書籍の写し、本省で開催した検討会等の報告書の写し及び通達の写

し等については、送付は不要であること。

また、証拠（診療録の写し、タイムカードの写し等）が膨大な量になる場合は、

送付の前に本省労災保険審理室へその要否を確認すること。

〔共同処理事件〕

共同処理事件に指定された事件については、平成 22年 B月4日付け労災保険審理

室長事務連絡「労災保険に係る訴訟に関する対応の強化についてJ（以下「平成22 

年8月4日付け事務連絡Jという。）に基づき随時報告すること。
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IV ~1決言渡し前後

l高等裁判所ド 厚生労働本省

⑪控訴理由書提出 ⑦協議 ②判決対応報告

③判決日出廷 ③判決結果速報

⑤判決文送付

③判決日出廷 ①判決対応準備 ＇RR補間報告

⑨控訴状提出 ⑦控訴に関する協議

地方裁判所 法務局 労働局

⑤判決文送達

⑤判決文送達ll③判決日出廷

⑤判決文送付

⑦控訴に係る行政庁意見送｛寸

③指定書送付

生＿＞！＿＿.！呈j

原告

※⑦は敗訴の場合、③⑤⑪は控訴する場合の流れである。

番号 内容． 説 明 期間

① 判決対応（言 －判決言渡し期日が指定されたら、速やかに

渡しに当たっ 事件の概要及び当事者の主張等をまとめ

ての）準備 る。

－判決結果を迅速に連絡できるよう、連絡態

勢を整えるーとともに、判決後のスケジュー

ノレをたてる。

－特に、執行宣言付判決の場合は、経理面の

迅速対応が必要となるので、体制を整え

る。

・判決結果についての報道機関からの取材に

対する想定問答を作成する。

② 判決対応（検 ・上記検討結果を本省労災保険審理室に報告 速やか

討結果の本 する。

省）報告
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・当事者双方が出廷し、判決が言い渡されi判決当

る。 日

・言渡し後直ちに判決結果（主文の内容）を

本省労災保険審理室、労働局及び監督署に

電話連絡する。

・なお、東京地裁あるいは東京高裁での判決

のため本省労災保険審理釜に判決文を持参

する場合にも、事前に判決結果を電話連絡

すること。

⑤｜半倣文送付 I .判決言渡し後、法務局の指定代理人が書記

官から判決文を受領する。法務局は、写し

を作成し、労働局に手渡す。

・労働局は、判決文を本省労災保険審理室、

監管暑にメーノレ（ PDF）で送信する。

um時）

－なお、該当事件において意見をいただいた

医師及び法務専門員に対しでも判決結果を

報告し、判決文を送付する。

※ 報道機関から取材があった場合には、直ちに本省労災保険審理室に電話連絡

をした上で、メール等により「補 50 4 J報告を行うこと。

また、新聞等に掲載された場合にも直ちにメーノレ等により「補 50 4」報告

を行うこと。

⑥｜補 50 3報告｜・労働局長は、判決があった旨を「補 50 

3」により本省労働基準局長に報告する

（判決文は省略可）。

⑦｜控訴に関する｜［敗訴の場合］

協議及び意見

送付

21 I ~l 

③｜控訴の婆否の｜［控訴をしない場合］
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決定後の処理 －法務省内の決裁が終わり、控訴をしないこ 限終了

とにより不支給処分の取消しが確定するの 日以降

で、控訴期限終了日以降、監督署長は支給

の手続をとる。

［控訴の場合1
－控訴審維持に必要な対応について、本省労

災保険審理室の指示を受ける。

・監督署長は、第一審の場合と同様、訴訟代

理人に係る指定蓄を作成し、労働局を経由

して法務局に送付する。

⑨ 控訴状提出 －法務局は、裁判所に控訴状を提出する。 判民昔2週間

以内

⑮ 補 50 3報告 －労働局長は、判決が確定したとき又は控訴 21 ( 買）

したときはその旨を「補 50 3 Jにより本

省労働基準局長に報告をする。

⑪ 控訴理白書 －労働局は、控訴理由書案を作成し（実質2

提出 週間程度）、本省労災保険審理室と協議すで

る。労働局は本省と協議後、控訴理由香案 控訴北提出昔

を法務局と協議する。 50日以内

• j法務局は、控訴理由書を作成し、法務局内

決裁後、裁判所に控訴理白書を提出する。

報告関係一覧

日寺 期 報告者 相手 手段 内容 添付書類

判決言渡し前 労働局 本省労災保 電話 判決言渡日時

担当者 険審理室 文書 判決対応

判決百渡し後 労働局 本省労災保 電話 判決結果

担当者 険審理室 メーノレ 判決文

Iは手究

労働局 本省労働基 文書 補 50 3報告 判決文（省略可）

長 準局長

労働局 本省労働基 文書 補 50 3報告 控訴状又は

長 準局長 確定証明通知書
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補 50 3 労災保険に係る訴訟に関する報告
/ t' 

I. この報告は、労災保険に係る訴え（法第12条の4の規定に事づいて行われる労災保険給付と損

害賠償との調整に関する訴えを含む。）が提起された場合に報告すること。

2. 訴訟が提起された時に訴状写に関係者駐車買を添えて報告すること。この際、答弁寄及び答弁書案

ができていれば添付するとと．

3. 訴後審理中における口頭弁論調書（写）のうち、重要ど認められるもの及びその関係書類をそ

の都度報告すること． （法第四条の4の想定に基づいて行われる労災保険給付と損害賠償との

調整に関する訴えは除〈。 J

4. 判決のゐったときは、判決番を添えて報告すること。

s. 判決が確定したとき又は上訴したときは、早急にその旨報告すること。

戸

｛
 

．補 504 労災保険の情報の速報

. !. 速報を要する事案

(I) 個別事案に関す石情報

イ 次に掲げる事案であって、業務上疾病に係る保険給付の誇求があったもの及び保険給付の

請求が予想されるもの

（イ）集団的f1:発生し、又はそのおそれのある事実

｛ロj 地方公共団体、外部団体等から行政行為について要請があった事案

（ハ｝ 公害開店に波及するおそれのある事案

［斗新聞、テレビ等で一般に報道された事案

ロ 次に掲げる事案であフて、業務上疾病に係る保険給付の誇求があったもの及び保険給付の ¥. 

請求が予想されるもの〔前記イにより報告される事案を除く。）

｛イ） 電線放射線障害（白血病を含むすべてのがん及び原子カ発電所．におけ．る業務lと係るも

の）

(•). ダイオキシン類による疾病

（ハ） 上記以外のがん（労基則別表第10う2第 7号f1:例示的列挙したがん以外のがんー悪性綾

主事、白血病、業務上のがんの既往のある者lこ生じた他め部位の原発性のがんを含む．ただ

し、じん肺合併肺がんを除く。）

いl新しい疾病（有害性の明らかでない物理的．因子、作業態様、化学物質事事により発症した・

疑いのある疾病及び認定基準又は過奈の認定例とは異なった職種、部イ立で発症し、ー若しく

は異なった症状を呈する疾病に係る毒草案）．

ハ 次に顎げる事実であって、保険給付（通勤災害に係るものを含む。）に係る処分後に問題 （ 

6-22 
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裁判関係用語（メモ）

1 棄却、却下、控訴・上告（上告受理の申立て）

－棄却：訴え又は上訴を理由がないとして退けること

．却下：訴えを不適法として退けること

・控訴：第一審判決に対する第二審裁判所への上訴（控訴期間は2週間）

・上告ー控訴審の判決に対する上訴（上告期間は2週間）

［上告受理申立て］

上告受理申立ての理由は、民事訴訟法第31 8条第1項の規定する、①

最高裁判例と相反する判断がある場合、②法令の解釈に関し重要な事項を

含む事件のほか、③経験則違背（高度の蓋然性ないし必然性をもって一定

の事実を推論せしめる）も上記規定に含まれるとしている（「新民事訴訟

法案内J法務省訟務局内訟務事務研究会編入

2 答弁書

相手の訴状に対して、一番最初に提出する準備書面のこと。通常は、答弁

書で認否を争う。

認否で争う末尾の文言は、

00は認める。（相手のいう事実や主張を認めること。）

00は否認する。（理由が必要。）

00は不知。（そのようなことは知らない、ということ。）

00は争う。（この点を中心に主張・立在が行われる。）

3 準備書面

主張、立証のための主張書面。

通常、裁判所が指定する期日（弁論や弁論準備）の一週間前までに提出す

る。

4 陳述

通常、弁論の冒頭で、裁判所に提出した準備書面等を陳述したということ

を裁判長が述べること。（実際に書面を読み上げるのではない。）

5 差し支える（差し支え）

次回期日を決める際、都合の悪いことをしづ。（調査、審問の日程調整で

も使われる。）

F
D
 

n
4
d
 



6 判例、裁判例

最高裁の判決を判例、その他の判決は裁判例として準備書面等での引用で

区分する。

7 3 6部、 19部、 11部

事件を扱う東京地裁の担当部のこと。

E式名は、東京地方裁判所民事第36部などである。

8 左階席

三人の裁判官のうち、中央が裁判長、裁判官席に向かつて右（裁判長から

みて左）の裁判官のことをいう。この裁判官が判決の起案を行う。

［判決区分］

区分1 勝訴確実

区分2 勝訴の見込み

区分3 予断を許さず

区分4 敗訴の見込み

区分5 敗訴確実

［答弁書（いわゆる三行答弁）l 
第 1 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の誇求を棄却する。

，』

2 訴訟費用は原告の負担とする。

第2 請求の原因に対する認否及び被告の主張

おって、準備書面により認否及び主張をする。
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目．以下位、準備書面、．控訴理由毒等の作成業務の過程？で作ったメモの一部で

す..用語，（漢字）．が難区下ので、．適室、読み方、意味を理解しでおくことが’

重要かと思います。その意味で参考にじ℃ください。

I .牽強付会，（けんきょうふかv、）．
ー送還にあわないととを自分の都合の。良いように無理にこ・じつけるごと。

2 惇る（はばかる）．

遠慮する。

3 而して（しかし．て〉．

そして、それから、受れに加えて

4 叢し（げだし）

まさしく－、たじかに、思うに

．物事を確信をもっで推定ナる意を．表す。

5. 与す？.） （くみする）

同意す石。仲間伝加わるe 味方す~o
6 .JE鵠（：せいごりまたは（せいこう）

・物事の急所、要点．弓の的の中必lこ黒点
五鵠を射る・（物事の急所を正確に射石こと）

7・置E左 （レJどうさ）・

．事実を明らかにするよりどころになるもの．証拠

~ 失当（しっとう）

道壊に王子わないことL当を得ていないこと。・

9・ 相当 fそうとーう）・，

程度がその物事にふさわし川こと、またそのさま。

10失念．（しつねん）

ー忘ft;てしまうこと。

11論を侯たない（ろんをまたない）

当然である。自明であって論じるまでもない。

12 弄ぶ（もてあそぶ）

12暴寛（ひっきょう）

結局、・つまるところ’

1.4 歪曲（わいきど．りした．

15 敷桁（ふたん）する。．（おし広げるこり

路線（お~そか）にされる。． 

． マ

．‘ー． ．・

人訴訟業務局誇．（メモ）＼
． 

・』

マ
t

内
〈

d

.. 

． 



.. i＇＂（：・杜撰・｛すでさ， (v)...... 
Uル、カ日減え~~ごと・ ’ ・，.一．

18趨勢（す長ぜい）
・時代の趨勢

ソ社会などの傘｛本：~流れの意味－－
•. • ..い r・e目・謬輪：（ぴがうるん）・ー－

誤つ．た議論． • • ' 
・2q：知愁．（ちしつ）：ずる0 • • • • • ' • • '. ... • • • •• 

ι ’細かいー之·~ ：（事情）まで知っτいる。－
2~ 誤謬・（ご記Jiゅの．

．，誤りのこ・と
ーー勾 帰趨（きす？う）・0¢~帰趨に格別の意味はない。

: • －結果のごと・ • : .C.() 
..・：23..片言集侍：（（ーんげんせ・主コミ） • • •• 
ベー： ...ほλJのおぶっ~.1::' tc言葉：．．．・！

・o: 準備寄面で司i用され7と活民主号
J真実性1相当性の法理.（＂巧言、法行為等を関素された場合の免責り法理）

～． 9準備書面上りいい三年・v.しQ ，〔結論句者羽衣法〉： ・0 ・． j 二..: 
グ・どいう意味曜時.：でえ号されたも々と認あるりが自然かっ合理~？~あ

る元． ．ー＇.. -.ー＼． ． 、．ー
. :. Jという．結論を：導き出すてことには論理φ務嬢があるというべきであるh

O：ぷ実な民訴法P知市・
て民意存法 J:o.7条第1項）．
時機件後れ民攻撃防御方法とじズ却下される場合治宝あるし（;3マの要件j .(>-'. 
時機の後札た提出、そりごとに故意又は重大な過失、訴訟完結を遅延させる” 川 J

・ー乙と。ー．

’ o，註明・．・ 1裁判官由主要証事実φ存在につき確信を得た状態，
.' ' ’あるめは確信を得させるた・めに証拠を提出、する当事者ゐ。努力をい

ヲ0 .. 

疎明・：・・裁判官．が事実の存在が～広確からじし！との認識をおるた状態
iあるいは、それを得させるためーは笹拠を提出すテミ3当事者の努力を
’わう 0 • • ：・・ - • • 人
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5年保存

法労発0204第 1号

平成26年2月413 

都道府県労働局長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部長

（公印省’略）

労災補償業務の運営に当たって留意すべき事項について

平成26年度における労災補償業務の遼営に当たっては、特に下記に示したところに

留意の上、実効ある行政の展開に遺憾なきを期されたい。

記

（絡）

第 12 行政上の争訟に当たっての的確な対応

1 行政事件訴訟の的確な追行

平成25年度の訴訟追行状況については、おおむね適切に立在活動が行われてい

ると認められるところであるが、中には訴状の誇求の原因に対する答弁において、

一部の事項について安易に「認めるJとしたために、その後の立証活動に支障が

生ずることとなった例も認められたところである。

このため、訴訟追行に当たっては、法務当局はもとより、l 本省補償課労災保険

審理室とも緊密な連携の下、次の点に特に留意し、的確な処理を徹底すること。

( 1 ）新件提訴時の協議等の留意点

新件が提訴された段階等における留意点は、次のとおりである。

①新件協議を的確に実施するため、局において、事前に、事案に係る問題

点、主張・立証上のポイント等について十分把握・分析するとともに、原

告の各主張に対する応訴方針を明確にした上で、本省との協議に臨むこと。

② 訴状の請求の原因に対する答弁に当たっては、原告め主張する内容を子

細に検討し、その後の立証上のポイントをも踏まえた上で、慎重に認否を

決定すること。

③既存の調査資料等を確認し、原処分庁の調査不足等により原告の主張に

対してす分な主張・立証ができない場合には、必ず補充調査（関係者から

の聴取、専門医の意見書等の資料の収集など）を実施し、早期に必要な証

拠を確保すること。

④ 疾病の発症機序等、医学的な事項が・主要な争点となっている事案につい
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ては、専門医による専門的かっ分かりやすい意見書を裁判所に複数提出し、

これに基づき説得カのある主張を行うよう努めること。また、意見書の作

成を依頼する専門医に対しでは、証人としての出廷についても同意が得ら

れるよう配意すること。－

(2）訴訟追行中の新たな主張等への対応

訴訟追行中に新たな主張がなされた場合等には、次のとおり対応すること。

①災害の原因や疾病名等の基本的な争点について、提訴後において主張の

追加や変更がなされた場合には、速やかに応訴方針を検討し、主張・立在

に必要な証拠の収集等に努めるとともに、これら主張の追加や変更が提訴

後相当期間経過して行われた場合には、時機に遅れて許されないものであ

る旨の主張が可能か否か法務当局と相談・協議を行うこと。

② 局管理者は、訴訟の進ちよく状況を常に把握し、特に準備書面案の作成、

医学証人の選定などの重要な段階において、訟務担当者に対する具体的な

指示・指導を適切に行うこと。

-2-
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事務違ー絡

平成 22年 8月4日

改E 平成 23年 7月 11・日

都道府県労働局労働基準部長殿

‘ー

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

労災保険審還室長

労災保険に係る訴訟に関す~対応の強化について

労災事件訴訟は、敗訴によって行政実務の変更を余儀なくされることもあることか

ら、労災保険審理室では、現在、精神障害事件、脳・心臓疾患事件について重点的に

準備書面の点検等を行っているところであるが、労災事件訴訟の係属件数が260件

を超え、増加する訴訟の全てに十分に対応することが困難な状況となっている。

そうした中、京都地裁での憲法違反とされた敗訴事件など、直ちに行政実務に影響

を及ぼす事態を招いているところである。

ついては、放訴じた場合に行政実務に重大な影響を与えることなどが予想される労

災訴訟事件を労災保険審理室において指定し、その訴訟追行に積緩的に関与し、必要

（ な支援・指導を行うなど共同して処理に当た否ことにより、これら労災訴訟事件に対

する対応の強化を歯石こととする。

なお、訴訟追行における労災保険審理室と都道府県労働局との連携については、平

成22年2月1日付け事務連絡「訴訟追行における労災保険審理室との密接な連携に

ついてJにまり対応していただいているところであるが、’今般、同事務連絡を廃止し、

下記4のとおりとするので、留意の上対応されたい。

記

1 ・労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件の指定

労災保険審理室と都道府県労働局が共同して処理する事件（以下「共同処理事件」

という。）［玄、労災保険審理室長が指定．（又は指定解除）する。

既に提訴されている労災訴訟事件にーついてはu別途、担当の中央労災補償訟務官
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（以下「担当中央労災補償訟務官」という。）から都道府県労働局労災補償課長に

連絡するー。

なお、新規提訴事件に関しては、新件協議・（当室において会議形式で行うものを

いう。以下同じ。）及び担当中央労災補償訟務官との書面による協議の結果を踏ま

えて指定することとし、担当中央労災補償訟務官から都道府県労働局労災被償課長

に連絡する。

~ 共同処理事件の指定対象とする事件．

敗訴した際に行政実務に章夫な影響を与えることが予想される下記に掲げる．労

災訴訟．事件を指定対象とする。

迫〉脳・・心臓疾患事件、精神障害事件、石綿関連疾患事件など認定基準や判断指針

等への影響の大きいもの

② 労働基準法施行規則刻表 1 の2及び告示（平成8年3~29 日付け労働省告示 （） 
3・3号〕において示されている疾病に含まれない疾病（化学物質過敏症など）を

争点とする事件

③ 1審で勝訴し控訴された（敗訴し控訴した〕事件で上記に準じる事件

③その他、特に労災保険審理室．の指導・支援が必要と認め眠れる事件

3 共同処理事｛牛久の対応

(1}都道府県労働局におI宇る対応

7. 訴訟追行上の問題点等の速やか、かっ、’正確な報告

共同処理事件として指定された事件については！、以下①から③の場合に別添

様式「共同処理事件に関する対応状況報告（事件関係汁により口頭弁論期目、

弁論準備期日等（以下 E口頭弁論期日等」といラ。〉の状況（原告側出廷者を

含む。．）や訴訟追行上の1問題点等を、その都度速やかに、かつ、正確に報告す

ること。

なお、口頭弁論期日Iミおける傍聴者の有無及びおおむねの人数を、併せて報

告すること。

①．口頭弁論期日等があった場合．

②．次回口頭弁論期日等に備えた準備書面案、尋問案を作成した場合、医学意

見書（案を含む。）を入手した場合及ぴ医学証人や専門医を確保した場合（依

頼をしよラとする場合など確保．の準備を行うときを含む。）

③ 原告等相手側より準備蓄面、医学意見書等が提出された場合

イ報告の留意点1

上記の報告に当たっては、次の事項に留意すること。

① 法務局の部付検事、 a選任弁5護士等（以下「法務局職員等」というけからの

指示を正確に記載すること。この場合L問題点と必要とされる対応とをでき
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る限り書き分けること。

② 上記①の指示に基づく対応について、進ちよくがあった場合！こは、原則とー

してその都度速やかに報告すること

③・ 医学証人や専門医の医学意見書等の確保（依複）に当たっては、候被者の

所属、専門分野その他参考となる事項を記載すること

④上認の報告については、補503「労災保険に係る訴訟に際する報告Jに添

付しでも差し支えないこと。

ウ 局管理者による素案の把握と指示

労災補償課長など局管理者［ま、共同処理事件として指定された事件について

は、準備書面案の作成、尋問案の作成、医学~iE人や専門医の確保、医師意見書

等の修成などの各段階において進ちよく状況を把握するとともに、的確な主張

立証が行われるよう、事案ぬ論．点、法務局職員等の指示を踏まえて必要な指示

を行宮こと。

(2) 中央労災補償訟務官における対応

担当中央労災補償訟務官は、都道府県労働局の指定代理人と同様、準備蓄面作

成や医註の確保など（下記①から⑤）に、都道府県労働局と共周して訴訟に参加

する。

①ー原告等相手側主張に対する反論方針の検討。

② 準備蓄菌、尋問案等の作成

③ 医学言!Ehや専門医等の確保、医師意見書等の作成

④ 準備蓄毒菌作球のために必要な資料（医学専門書など）の確保・提供

⑤ 原鵠相手側主事［こ対する相手反論漏れや主張本足の有無の確認

⑤ その他

4 訴訟追行における労災保険審理室との密接な連携の確保

(1）応訴方針に係る協議の徹底について
J 

応訴方針に係.＠当室との協議については、平成17年3月30日付け事務連絡

「労災保険に係る訴訟に闘する応訴方針等について」の記の 1において、新規提

訴された全ての事件について行うこととしているところである。

したがって、担当中央労災宇劇賞訟務官との協議の結果4新｛牛協議を行わないこ

ととしt~事件についても、担当中央労災補償訟務官と必ず書面等により協議を行．
うものであること。

なお、事前協議（新｛牛協議又は担当中央労災補償訟務官との書面等による協議）

に当たっては、新規提訴後速やかに、決定書及び裁決害等事案の概要がわかるも

のを担当’中央労災補償訟務官に送付すること。

(2）事前協議後の対応について

①事前協議等において指示事項があった場合は、協議後1週間以内を包途に当
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， 

該指示事項を踏まえて応訴方針修正案を作成し、担当中央労災補償官公務官に送

。付すること。

②事前協議等における指示事項に係る実施状況 t補充調査、．関係者の聴取等）

については、実施後（当日又は翌日以内）に担当中央労災補償訟務官民報告す・ー

るとともに、調査結果等を送付し、立証内容等について協議すること。

(3）準備書面案の協議等について

① 共同処理事件における対応

共同処理事案に対する都道府県労働局及び中央労災補償訟務官における対

応は、土記3において記述したところであるが、準備蓄面案の協議等に関して、

都道府県労働局が対応する必要のある事項を以下（アからカ） rξ具体的に記述

する。

アー事前協議を行った事件のうち、共同処理事件としだ指定された事件につい、

℃lまJ準備書面案の作成、尋問案等の作成、医学設人や専門医等の確保、医 （う
飾意見書主要の作成などの各段階において担当中央労災補償訟務官と協議す

ること。なお争各段階におけ！る協議の開始時期については、担当中央労災補

償訟務官と協議すること。

4-・尿含等相手側準備書面については、入手後夜ちに担当中央労災補償訟務官

に送付し、対応を協議すること。その際、原則として原告等相手側準備書留

の主張についてのすえての註拠を併せて送付す-'.5こと。

ウ 法務局・又は選任弁護士｛以下「法務局等」といラ。）との協議（期日にお

け石協議を含む。）を行った場合、協議後輩ちに担当中央労災檎償訟務官に

内容を報告する｝とともに、協議によって作成す石こととした書証、必要な人

証等について担当中央労災補償訟務官と協議し、証拠化したものについては

担当中央労災機償訟務官に送付し、その内容を協議すること。

ヱ 答弁妻、準備書面等の案及び準備書面等での主張に係る証拠を、原則とーし ・('! 
て法務局等への提出期限の3週間前には、担当申央労災繍償訟務官に送付

し；内容ーを協議するごと。

オ証拠調で、証人尋問が行われる場合には、尋問案及びその根拠となる書証

等を原則・と・して法務濁等への提出期限の2週間前までに揺当中央労災補償

訟務官に送付し、．内容を協議するζと。

カ 最終の口頭弁論期日の前の期日終了後、双方の主張及び証拠を整理した上

で、準備書面及び証拠提出の要否について担当中央労災補償訟務官と協議す

ること。

② 共同処理事件以外の事件における対応．

共同処理事件として指定されなかっ・た事件又は斯件協議の対象としなかっ

た事件については、担当中央労災補償訟務官と準備蓄面案等の事前送付等の対

応（よ記①）の要否を協議すること。
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原告等相手側準備書面等については、入手後直ちに担当中央労災補償訟務官

に送付し、今後の対応を協議すること。その除、．原告等相手側準備書簡の主張

についての主要な荏拠も併せて送付すること。

証拠調で、証人尋問が行われる場合！こは、尋問喜美を法務局等に提出する 2週

間前までに担当中央労災補償訟務官に送付し、内容を協議すること。

最終の口頭弁論期日の前の期日終了後、必要に応じて双方の主張及び荘拠を

整濯した上で、準備蓄面及び証拠提出の要否について、担当中央労災補償訟務

官と協議すること。

5 その他

共同処理事件としての指定を行っていない事件であったものが、原告等から新た

な主張がなされたこと等により、共同処理事件として指定する必要が生じた場合は、

く 都道府県労働局労災補償課長等と協議のム共同処理事件に追加指定することとす

ぐ

る。 a

また、共同処理事件として指定を行っている事件であって、訴訟の進行に伴い、

共同処理事件として処理すてる必要性が消滅した事件については、都道府県労働局労

災補償課長等と協議の上、共同処理事件の指定を解除することとする。

... 
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（別添様式）

共向処理事件に係る対応状況報告〈 事件関係）

’ー_ E盤昼
＆平成 年J 月 日現在

1 準備蓄函案

年月 法務局等からの指示

〔）

※本省への準備書面案報告と併せで提出すること

2 医学在入、専門医の候補者

氏名 所属先 専門分野

※できる限り複数の侯補者を挙げること

3・ その他法務局等からの指示事項

年月 法務局等からの指示 実施状況

、 ． 

※補充調査、陳述書等について報告すること。本様式で不足するJ創立)jlj紙等により補足する

こと
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都道府県労働基準局労働基準部

労災補償課長殿

事務違絡

平成20年4jj 1 0日

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

労災保険審理室長

当面の訴訟追行に当たって留意すべき事項について

訴訟事務の的確な実施については、従来から、あらゆ？.）機会を捉えて掲示してきたと

とろであるが、・最近の訴訟動向をみると、特に脳・心臓疾患事案及び精神障害等事案に

おいて、国側に厳しい判決内容が少なくない状況にある。このような状況の中、行政庁

としては、こ。れら判決内容の分析・検経毒事を踏まえ、法務当局の訴訟指揮の下、これま

で以上に的確な訴訟追行を行う必要がある。

ついては、労災行政事件訴訟の追行に当たっては、下記に示すところに十分留意の上、

的確に対処す0こととされたい。

記

1 訴訟動向の分析

(1）労災行政事件訴訟の現状等

脳・心臓疾患に係る認定基準及び精神障害等lヰ係る判断指針の策定以降、当該事

一、案lと係石請求件数及び不支給決定件数が増大しているζと、平成17£存 4Jl ！~改正
行政事件訴訟法が施行され、出訴期間の延長、提訴できる管轄裁判所が拡大された

ことなどもあり、大幅な増加傾向にある労災行政事件訴訟の約半数以上を占める

脳・心臓疾患事案及び精神障害等事案、特にここ数年急激な増加を示している精神

障害等事案について的確な訴訟追行を行うことが喫緊の大きな課題である－と考え

られる。

1 
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(2）脳・心臓疾患事案の判決の動向

’平成13年12月の脳・心臓疾患の認定基準の策定以降、本認定基準の考え方を

踏まえて判断されたと考えられる判決l士、本牛1月31日現荘、 59事案であり、

そのうち敗訴判決は24事案である。

ア敗訴判決の分析

（ア）．疾患5.l!J

脳疾患に係る敗訴判決は11事業であり、心疾患に係る敗訴判決は13事案

（死因の特定が不明なものもあり内訳はまとめていないが、．急性心筋梗塞等の・

いわゆる突然死といわれるような急性の心疾患がほとんどである。）となってい

る。

（イ）・基礎疾患、重篤なリスクファクターの有無別

①脳疾患事実のう弘くも膜下出血7事案のすべてに最大のDスクファク （〉
ターと．されている高血圧症は認められていない。また、基礎疾患等が認め

られる4事案においても、業務の過重性があったとして敗訴している。

② 心疾患事案で除、基礎疾患等がない5事案はもとより、高脂血症、高血

圧症、．喫煙等を複数有していあ事案や動脈硬化症、心室肥大等を有してい

る事実など基礎疾忠等が認められた8事案についても、業務の過重性があ

ったとして敗訴している。

（ウ）認定基準への当てはめJ.llj

長期間における過重負荷を評価していミ52 0事案のうち 9事案は、認、定基準

の労働時間要件のみすで過重性が認められた。また、 1.工事案については、労働・

時間とそれ以外の負荷要因を総合的に評価して業務の過重性が認められた。

イ 事案分析からみた問題点

以上のととから、基礎疾患及びリスクプアクタャが認められない事案において 「1

多く敗訴していることなどを踏まえると、疾病の発症機序が裁判官の心註形成に 戸

大きな影響を及ぼしていることが考えられるところであり、①脳・心、臓疾患，.. ~寺
にくも膜下出血、突然死といわれる急性の心疾患に代表される特段の基礎疾患及

びリ！ス’クファクターが認められない事実への対応、②基礎疾患等は認められるも

のの、ヲ苦疲直前も支障なく業務に従事していた事案ヘの対応が大きな問題である

と認められる。

さらに、上記アの（ウ｝「認定基準への当てはめ別Jの分析からは、特に労働

時間の事実認定の重要さが認められるところであり、的確な労働時間の特定が極

めて重要である。

(3）、精神障害等事案の判決の動向
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平成11年9月の判断指針の策定以降に出さj了した判決は、本年1月31日現在、

2 2事案であり、そのうち敗訴判決は14事案である。

ア敗訴判決の分析

（ア）最近の判決については、敗訴判決においても、「ストレスー脆弱性」理論の

評価、判断基準の枠組みなどにういて、一定じて国の主張を踏まえたものと

なっているa また、・判断指針についても、その考え方・枠組みについては一

定の評価がなされている。

（イ）敗訴判決を分析すると、被災者の業務が過重であったことを前提として、

出来事の心理的負荷が強度であったと事実認定・評価している。

イ 勝訴判決の分祈

勝訴事案を分析す0と、前提どしていずれも業務の過重性が否定されており、

（ 、 ①業務以外の心理的負荷が認められるもの2事案（さいたま署夫事件及び相生署

（ 

、

長事件）、②個体側要因が認められるもの3事案（三田署長事件、さいたま署長．陶

芸新牛及び大阪商署長事件）、③双方認められるもの1事案（さいたま署長事件）、

＠双方認められないもの3事案（帯広署長事件、札幌東署長事件及び名古屋東署

長事件）となっでいる。

ク事業分析からみた問題点

以上のことから、当然のことではあと5が、勝訴事案についてはすべて業務の過

重性が否定されていることを踏まえると、業務の過重性の有無が「スiトレスー脆

弱性」理論に基づく業務起因性の判断を左右するものと考えられるととから、被

災者の業著書の過重性についての主張・立証が大きな問題でああと認められる。

さらに、在拠上、何らかの業務以外の必理的負荷、個体側l要因が認められる事

案にあふっては、これらが明らかに存在していることの立証を的確に行うことが極

めて重要でああ。

.2 脳・心臓疾患事案に係る主張・立言Eについて

上記1の（2）の判決の動向に加え、最近の判決の動向等には最高裁平成18年3

月3日第二小法廷差戻し判決（別紙参照） .；）~大ーきな影響を与えていることをも踏まえ、
今後の脳・心臓疾患毒草案に係る主張・立証に当たっては、特に次の事項に留2まするこ

と。

(I）基礎疾患の状況及び疾病の発症機序から自然的経過によって箔症し得るものであ

ったこと

ア 労災行政事件訴訟においては、業務と疾病との聞の相当因果関係の有無が問題

となっているととから、その相当因果関係を直接左右する疾病の発症機序が重要

視され忍。もちろん相当因果関係の有無は、業務の過重性と疾病の発症機序との

相関関係で決まるものであることから、疾病の発症機序のみをもって決定付けら
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れるものではないが、・疾病の発症機序が裁判官の心証形成応大ぎな影響を及ぼす

ことは、上記1ーからも明らかである。

イ このため、主張・立証のカ点は、基礎疾患等の内容・程度I＜＇.：置き、その自然的

経過によって発症し得:sものであヮたことを立証すべきであること。

疾病の発症機序を明らかにすることによザ、業務左疾病との相当因築関係が否

定されるごとを強調すべきである乙と。毛葬祭によっては疾病の発症機序が必ずし

も明らかでない場合もあるが、その場合においても、＼発症機序の可能性について

医学的検討を行うとともに、業務以外に起因して発症したと考えられる根拠を示

す必要があることb

具体的には、①健康診断の結果、健康保険等による受診庭等の医涯により、発

症前の健康状態を明・らかにするとと、②早い段階で専門医の意見を聴き、必華客な

医学的知見を得て、死因や疾病の発症機序を明らかにすること、③該当する医学 （〉
文献を収集すること、④これらを踏まえ専門医に鑑定を依頼する之となどをもっ

ーて立証を尽くすこと。

(2）認定基準が合理的な医学的知見に基づくものであるごと、及び合理的な医学的知、

見に照らして業務の過重性が認められないこと

ア認定基準は、行政主の判断指針にすぎず、法規範性を有するものではないこと

を踏まえ、訴訟においては、認定基準が合理的な医学的知見に基づくものであり、

。業務の過重性は、合理的な医学的知見に照らして判断されるべきであることを説

得力を持つτ論証することが重要である。

このため、認定基準が依拠する専門検討会報告書の医学的知見が合理的である

こ主を改あて主張すあとともに、．間報告書書の医学的知見に照らして、業務の過重・

性が認められないことについ．ての立涯を尽くすこと。 （へ｝

イー また、業務の過重性の判断については、認定基準も、労働時間のみならず、勤

務形態、作業環境等の負荷要因を十分に検討すべきことを定めていることから、

不規則な勤務又は交替制童話務で作業環境についても負荷主要因として判断しなけ

ればならない業務等についてば、事案ごとに負荷要因を適切かつ十分に考慮し、

業務の過重性が認められないことについての主張・立粧を尽くすこと。

3 精神障害等事案に係る主張ヘ立証について

前記1の（3）の判決の動向等を踏まえ、今後の精神障害等事案の主張？立証に当

たっては、特に次の事項に留意すること。・

。（ 1) 「ストレスー脆弱性j理論が合理的であること

「ストレスー脆弱性心理論の合理性については、最近の判決において、敗訴判決

も含め、一定して認められているものの、判決の結論からみると、真に裁判官に理
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解されているとはいえない状況にある。

いうまでもなく、・精神障害等事案にフいては：「ストレスー脆弱性J理論の合理

性を強調する効果的な主張・立証の方法は欠かせないものでありお専門様す会報告

書が依拠するこの医学的知見の合理性について裁判官に正し〈理解されるために

ば、この医学的知見が学会等で広〈認められており、高度に信頼性を有するもので

あることを、より具体的な証拠をもって主張・立註することが極めて重要でああ。

このため、「ストレスー脆弱性J理論の合理性に係る主張に当たっては、東京高

裁平成16年 9月30日判決及びその一審の東京地裁平成15年2月12日判決

（いわゆ忍ロ｝レノレパンク事件、：成19年lO月 1・0日最高裁確定）が、国側の

主張磁受け入れ、正当に判示しているので、・当該判示を引用するとともに、医学文

献（夫熊輝雄（編）現代臨床精神医学．改訂第9版，金原出版ほか）、｛也の訴訟に

おいて提出じた医学意見書はもとより、日本産業精神保健学会・「精神疾患と業務関

連性に関す忍検討委員会Jが公表した「過労宮殺を巡忍精神医学上の問題に係る見

解」を記拠として提出し、分かりやすい了寧な主張・立琵を行うこと。

(2）被災者の業務内容に過重性が認められないこと

前記1の（3）の苓案分析のとおり、勝訴事案については、いずれも業務の過重

性が否定されていることを踏まえあと、業務の過重性の有無が「スト・レスー脆弱性」，

理論に基づく業務起因性の判断を左右すQものと考えられることから、被災者の業

務f＜；＿；過重性が認められないことを明らかにするととが極めて重要である。ι

このため、原告が主張するところの被災者に心理的負荷をもたらしたとする業務

上の出来事に係る事実関係について：主張・立証することは当然であるが、その前提

として、被災者が従事していた業務が質的かっ重量的にみて、同種労働者と比較して

も過重ではなく、業務に内在す7.i危険はなかったことの主張・．立証を行うごと。

具体的には、提訴段階において、保存してドミ5すべての関係証拠の内容を十分に

把握・精査し、さらに必要に応じ檎充調査等を行った上で、被災者が従事していた

業務の内容、就労状況等の詳細、同種労働者の就労状況等について事実関係を明ら

かにL、被災者の能力と被災者が従事していた業務の困難度、同種労働者との比較

等からして、被災者の業務は通常業務の範ちゅうであり何ら過重性は認められない

ことについての主張・立証を尽くすこと。 . 
旬 ι』

(3）被災者には精神障害を発病しやすい個体側要因（素因）が強く認められること

裁判官が「ストレスー脆弱性J理論をEしく浬解していないと懸念される大きな

要因！としで、被災者の脆弱性を示す証拠が存在しないということが考えられる。

しかしながら、被災者に発病した精神障害については、被災者の業務が過重でな

く、客観的な心理的負荷も強度といえないのであれば、被災者の個体但Jj要因（素因）
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としての反応性・脆弱性の強ぎによるものとすあことが今日の精神医学的知見に照

bして合寝的であるから、被災者には元来その個体側要因、（索因）‘であるうつ病等

I＜：親和的な性格等が明らかに認めら札、医学的にみ℃被災者の精神障害の発歩は当

、．人の病前の性格が大きく関係じていると裁判官が，t,，託を形成するように主張・立註

すること。

具体的には、職場の関係者、家族、友人等か包の聴取等により、被災者が職場及

び職場外の、いつL どのような場面で、どのよう－な系トレス（出来事）に、どのよ

うに反応じたかを取りま・とめ、これらの事実を主主に、被災者の病前の性格を明らか

iこするとともに、医学意見書をもーって被災者の病前の性格が精神障害疾忠にどう影

響したかを分かり・やすぐ説明・立認するこど。

"(4）、「心理的負荷評価表J：の「具体的出来事」への当てはめが合理的であること く）
敗訴判決の中には、一つの出来事を複数の出来事ど評価L:て心理的負荷を判断し

ている例がみられるなど、判断指針における「具体的出来事jの内容・評価の方法

について必ずしも十分な理解が得られていないものが認められる。

このため、被災者の心理的負荷の「具体的出来事」への当てはめ・評価について

は、裁判官に対し、専門検討会報告書の医学的知見等に基づき、ー「心理的負荷評価

表Iに該当す石「具体的出采事jほどのようなことを想定しているのか、その心理

的負荷の評価はどのように行われと5のかを明らかにした上で、それが合理的である

ことについて分かりやすく説明 h 立証すと5こと。，．

4 訴訟追行に当たっての留意事項

訴訟の退行に当たっては、認定基準及び判断指針が依拠する専門検討会報告書の医

学的知見について十分に理解し、また、これらの医学的知見に基づく認定基準及。呼IJ

断指針の考え方を把握・獲淫した上で対応す~ことはもちろんのこと、特に次の事項
に留意するとと。．

( 1）.労災補償課長の訴訟指揮

訴訟事務は、労働基準監替署長（以下「原処分庁」という。）が不支給とした処．

分について、当該処分が適法．であったことを裁判の場において明らかにするために

行うものである。労災補償課長は、労災補償行政における訴訟事務の位置付け及び

自らが果たすべき役割を十分に認識した上で、第一線を指揮する責任者として、訴

訟追行においても自ら積極的に指揮すること。

(2）訴訟追行体制等についての間窓・指示等

提訴時における再調査の実施、・その後の訴訟追行に当たっては、労災補償課と労

働基準監督署との役割分担を明示するとともに、新規提訴事件が増加し、担当訟務
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官又は監察官への過度の負担を軽減す？る必要がある局等にあっては、訴訟を追行す

あ体制の整備に十分記意すること。

ぐ

(3）提訴時における対応

ア 関係証拠の内容把握・精査及び応訴方針の作成

提訴事件については、原処分庁等国側が収集したすべての関係証拠の内容を十

分に把握・精霊ました上で、訴訟造オ？に係る問題点を洗い出し、問題点への対応策、

主張・立証の方向性等を盛り込んだ具体的な応訴方針を作成すること。

なお、これにより作成した応訴方針については、平成17年3月30日付け事．

務連絡．「労災保険に係各訴訟に関すあ応訴方針等についてJlζ基づき、自室と協

議すてることとしてい石ので、協議資料の作成等事前の準備を十分に行った上で協

議？と臨むこ三と。

イ 応訴方針に基づく再調査の実施

上記アにより作成した応訴方針に基づき的確な主張・立寵を行うためには、す

べての関係証拠を精査した結果を踏また、再調査を実施することが緩めて重要で白

あQことから、再調査すべき事項、実婚スケジ＝モーJレ、実泊者及び役割分担等を

明確にした実熔計商を作成レ、的確に再調査を実施すること。

ウ 訴訟段階における証拠の収集

提訴時において原処分庁等が収集した関係証拠を把援・精査した上で、訴外会

社と接触することなどにより、新たな証拠の収集に努めること。特に、労災行政

事件訴訟以外の訴外会社に対する損害賠償請求等の民事訴訟の有無を確認し、民

事訴訟が確認された場合には、直ちに、裁判所に対し送付嘱託を行い、記録一式

を入手すること。．

エ 医学意見書の作成を依頼する医高官（専門医）の関お・確保、及び分かりやすい

医学意見著書の作成毒事

（ア）疾病の機序、業務と疾病発症との関係、業務以外の要因と疾病との関係等医

学的な事項について、分かりやすく丁寧な主張・立認を行うためには、医学意

見書の作成を依頼する医師の確保が極めて重要であることを改めて認識しL日

ごろから労災医長、労災協カ医のみならず、大学病院の医師等、各対象疾患に

対応した専門医の開拓・権保に取り組むこと。そのため、大学、医師会、産業

保健推進センター等から情報を入手し、対象疾患ごとに専門医のYストを作成

するとと。

また、該当事件に係る医学意見書の作成を依頼した医師については、その後

も情報提供を行うなど、行政との関係を絶やすことのないよう努めること。

（イ）医学意見書の作成を依頼するに当たっては；当該事件に係る対象疾患に対応

した専門分野を十分に確認した上で、－当該専門分野における医師を選定するこ
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じまた、複雑・難解な医学的説明については、裁判官の理解をす分に得るた

めに、できるだけ分かりやすい意見書となるよう、作成を依頼するごと。

オ・労災法務専門員及び労災医員の活用

ー（ア）提訴段階での応訴方針の策定等における活用

提訴段階から、労災法務専門員’（以下「法務専門員j という。）及び労災医．

員に対して、訴状、決定書及び裁決害等の関係資料により、当該事件の内容・

問題点等についで説明・相談を行い、応訴方針や再調査の実施計画の策定等に

当たって助言を得ること。 ． 
（イ）準備著書面の作成等における活用

法務専門責は訴訟の専門家であるととから、準備蓄面を作成する前の相談は

もとより、作成した準備書面の内容等についても助言を得ること。また、準備

書面の医学的説明に係る記述尚容斜とついては、労災医員から助言を得ること。 〈〕
（ウ）医学意見書の作成における労災医員の活用・

労災医員に医学意見書の作成を依頼するととはもとより、労災医員の紹介等

により新たな専門医を確保するなど、医学意見書め作成に当たって労災医員を

十分に活用する・こと。

（エ）敗訴判決の検討における活用

敗訴判決を受けた場合における判決内容の検討に当たっては、法務専門員及

び労災医員の意見を十分に聴取すること。また、控訴する場合には、控訴理白

書の作成、是正たな医苦手書室見望書の作成等について十分な協力を得ること。

:j:J 法務局主の逮携

行政事件は、法務局の指揮に基うき、具体的に訴訟を追行するものであること

から、提訴された場合には、早い段階から法務当局と連携Iを密iとし、問題意識の．

共有を図る必要がある。

（ア）提訴段階におけあ法務局部付検事及び選任弁護士に対する説明．

法務局部付検事反び選任弁護士iと対しては、提訴事件における応訴方針等に

ついて当室と協議した後、直ちに訴訟追行lご係る問題点、・問題点への対応策、

主張・立証の方向性等について十分に説明するとともに、行政庁が判断の根拠

としている関係法令、認定基準等の関係通達及び医学的知見である専門検討会

報告書の内容等について、関係資料等をもフて説明し、十分な理解を求めるこ

と。

（イ）関係資料等情報の提供

法務局部付検事及び選任弁護士応対しては、脳・心臓疾患の認定基準、精神

障害等の判断指針における専門検討会報告書はもとより、訟務資料、医学的主

張関医学文献集等の関係資料について手交し、説明するなど、十分な情報の提

供に努めること。
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（ウ）勉強会等の実施

特lζ当該事件の対象疾患に係る発症機序、基礎疾患、危険因子等医学的事項

については、十分に~解を深めることが纏めて重要である。よって、医学意見
舎を依頼している医師等医学専門家からレクチャーを受ける揚を設けるなど、

必要に応むて勉強会等を実施するとと。

キ 軍主管担当部署等との連携

提訴段階において、原処分庁の事実認定、特に労働時聞に関し精査を必要とす

る事案、ああいは労働者住を争点としている著書案等については、監管担当部署か

ら過去の監督庭の情報、労働者性の考え方、解釈毒事の見解を得あなど、訴訟追行

において監督担当部署と十分な連携を図ること。また、医学意見書の確保、医学‘

文献め入手等に当たっては、安全衛生担当部暑が有する大学、あるいは医療機関、

関係団体等の情報等をナ分に活用するごと。

ク判決対応

（ア）判決前の対応

敗訴の可能性を否定し得ない事案については、判決予定日が確定した段階か

ら、改めて当該事件に係1.5すべての関係証拠を検証し、想定される判決の事実

認定、評価等を整理した上で、控訴の可能性について十分に検討しておくとと。

検討の結果、控訴訟〉可宣告社生があると判断される場合には、控訴審における主

張・立証の方向性、新たな供述、医学意見の確保等控訴審に向けた具体的な港

、，備事項等についてあらかじめまとめてお〈こと。

（イ）判決時及び判決確定時の対応

当該事件の影響度、報道機関の関心度に応じ、労災補償課長は、労災補償課・

内はもとより、労働基準都内における報道機関からの取材対応に係石態勢につ

いて事前に準備を整えるとともに、取材時において、担当職員を指掃し、適切

に対応すあとと。

なお、判決凝定後労災保険給付の支給決定を行う場合にあっては、給付基礎

自額を算定するため、必要に応じ事前に監督担当部署ーとも協議し、迅速に支給

手続に移行できるよう準備を整えておくこと。
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事務連絡

平成17年3月30 13 

都道府県労働局労災補償課長殿

厚生労働省労働基準局労災補償部補償課

労災保険審理室長

労災保険に係る訴訟に関する応訴方針等について

特定の事件について、その訴訟追行に係る問題点及び立証方針等を取りまと

めた上、当室あて報告することについては、平成ユ 0年 12月21日付け事務・

連絡「檎5Q3 「労災保険に係る訴訟に関する報告」に係る留意事項についてJ
Iとより対応していただいているところであるが、行政事件訴訟法の改正により

原告の主張に対する反論を早期、かっ的確に行うこと等がこれまで以上に重要

であることから、今般、同事務連絡を廃止し、下記のとおりとするので、留意

の上対応されたい。

iel－
 

－

i
！l
i
l
l－
 

記

1 .平成 17年4月1日以降に新規提訴された全ての事件について、事件係属

通知後置ちに関係資料を収集し、事件の概要、訴訟退行に係る問題点、主張・・

立証方針等の応訴方針について、当室と協議すること。

2 全ての係属事件の期日における裁判の状況を当日中に当室に報告又は説明

すること。

3 事件の経過等については、上記l及び2に係わらず、従来どおり補50 3 

により報告すること。
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